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（１）過疎地域 

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」による過疎地域の要件を満たす地域においては、

人家等のみを対象とした急傾斜地の抽出を行い、人家等のない急傾斜地の抽出は行わない。 

過疎地域の要件を満たす地域は人口の減少が著しく、高齢者比率が高く、若年者比率が低い傾向があ

る。したがって、過疎地域では人家等のある急傾斜地は抽出するが、人家等のない急傾斜地は、将来人

家等の立地の可能性が低いため抽出しないこととする。 

 

表Ⅲ-1.1 広島県の過疎地域一覧（令和４年４月１日時点） 

 

 

図Ⅲ-1.3 広島県の過疎地域 

出典）広島県過疎地域持続的発展方針（令和４年５月改訂） 

 


